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〔利用上の注意〕 

１ 「統計法令に基づく統計調査の承認及び届出の状況」（以下、「本月報」という。）中で「指

定統計」とは、改正前の統計法（昭和 22 年法律第 18 号。以下「旧統計法」という。）第２

条の規定に基づき、総務大臣が指定した統計をいう。 

２ 本月報中で「指定統計調査」とは、旧統計法下において、指定統計を作成するために行

われた統計調査をいう。 

３ 本月報中で「承認統計調査」とは、改正後の統計法（平成 19 年法律第 53 号。以下「新

統計法」という。）により廃止された統計報告調整法（昭和 27 年法律第 148 号）の規定に

基づく総務大臣の承認を受けて実施された「統計報告の徴集」の通称をいう。 

４ 本月報中で「届出統計調査」とは、旧統計法下にあっては、第８条に基づき総務大臣に

届けられた統計調査をいい、新統計法下にあっては、第 24 条第１項又は第 25 条に基づき

総務大臣に届けられた統計調査をいう。 

５ 本月報中で「基幹統計」とは、新統計法第２条第４項に規定する統計をいう。旧統計法

下の指定統計のうち、新統計法施行の段階（平成 21 年４月１日）で引き続き作成されてい

たものについては、基幹統計に移行している。 

６ 本月報中で「基幹統計調査」とは、基幹統計を作成するために行われた統計調査をいう。 

７ 本月報中で「一般統計調査」とは、国の行政機関が行う統計調査のうち、基幹統計調査

以外のものをいう。 

８ 本月報中の目次等における調査名の後ろの「平成◇年承認」「平成◇年届出」については、

本月報の編集に係るシステム管理上、付記しているものである。 
 



 

○基幹統計調査の承認 

 

統計調査の名称 実 施 者 主 な 承 認 事 項 承認年月日 

該当無し  

 

 

注）本表は、統計法の規定に基づいて、総務大臣が承認した基幹統計調査の計画

について、主な内容を掲載したものである。 
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○一般統計調査の承認

承認年月日 実施者

H27.6.15 民間企業の研究活動に関する調査 文 部 科 学 大 臣

H27.6.15 就労条件総合調査 厚 生 労 働 大 臣

H27.6.24 乳幼児栄養調査 厚 生 労 働 大 臣

H27.6.25 特定非営利活動法人及び市民の社会貢献に関する実態調査 内 閣 総 理 大 臣

 注）本表は、統計法の規定に基づいて、総務大臣が承認した一般統計調査について掲載したものである。
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（１）　新　規

受理年月日 統計調査の名称 実施者

H27.6.1 大阪府観光客受入環境整備に関する宿泊実態調査 大 阪 府 知 事

H27.6.2 少子化対策に関する県民意識調査 埼 玉 県 知 事

H27.6.2 未婚者の結婚及び婚活に対する意識等調査 鳥 取 県 知 事

H27.6.4 長野県人材育成ニーズ調査 長 野 県 知 事

H27.6.8 神戸市民アンケート 兵 庫 県 知 事

H27.6.10 北九州市民スポーツニーズ調査 北 九 州 市 長

H27.6.11 群馬県パーソントリップ調査 群 馬 県 知 事

H27.6.12 窯業技術センターのあり方に関するアンケート調査 愛 媛 県 知 事

H27.6.15 学校体育に関する生徒の意識調査～中学生の意識～

H27.6.17 野生鳥獣による集落被害状況等調査 栃 木 県 知 事

H27.6.18 栃木県地元企業人材ニーズ調査 栃 木 県 知 事

H27.6.19 物流に係る企業立地ニーズ調査 栃 木 県 知 事

H27.6.19 若年者就業実態調査 奈 良 県 知 事

H27.6.19 離職者実態調査 奈 良 県 知 事

H27.6.29 平成２７年度職業能力開発基礎調査 香 川 県 知 事

H27.6.30 産業廃棄物実態調査 高 知 県 知 事

○届出統計調査の受理

注）本表は、統計法の規定に基づいて、総務大臣に届け出られた統計調査の受理（新規）について掲載したもの
　　である。
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（２）　変　更

受理年月日 統計調査の名称 実施者

H27.6.4 ワーク・ライフ・バランス取組状況調査 千 葉 県 知 事

東京の中小企業の現状に関するアンケート調査（製造業編） 東 京 都 知 事

H27.6.11 労働条件実態調査 滋 賀 県 知 事

H27.6.15 民間事業所の給与等に関する特別アンケート調査 堺 市 長

H27.6.19 神戸市内景況・雇用動向調査 神 戸 市 長

H27.6.29 平成２７年鳥取県外国人観光客入込調査 鳥 取 県 知 事

注）本表は、統計法の規定に基づいて、総務大臣に届け出られた統計調査の受理（変更）について掲載したもの
　　である。
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○一般統計調査の承認 

【調査名】 民間企業の研究活動に関する調査（平成２７年承認） 

【承認年月日】 平成２７年６月１５日 

【実施機関】 文部科学省 科学技術・学術政策研究所 

【目 的】 本調査は、民間企業の研究活動の動向を把握・分析することにより、科学技

術政策の立案・推進に資することを目的とする。 

【沿 革】 昭和４６年度に調査開始 

【調査の構成】 １－民間企業の研究活動に関する調査票 

【公 表】 報告書の刊行及びインターネット（ｅ－Ｓｔａｔ）／（速報値：調査実施翌

年度の１月下旬、確定版：６月上旬） 

※ 

【調査票名】 １－民間企業の研究活動に関する調査票 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）企業 （属性）本調査実施年度前年度「科学技術

研究調査」（総務省・基幹統計調査）調査対象企業のうち、資本金１億円以

上で、かつ、「社内で研究を実施している」と回答した約３５００企業 （抽

出枠）「科学技術研究調査」調査結果 

【調査方法】 （選定）全数 （客体数）３，５００ （配布）郵送・オンライン （取

集）郵送・オンライン （記入）自計 （把握時）資本金は調査実施年の４

月１日時点、その他については設問ごとに異なる。 （系統）文部科学省－

民間事業者－報告者 

【周期・期日】 （周期）１年 （実施期日）８月１日～８月３１日 
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【調査名】 就労条件総合調査（平成２７年承認） 

【承認年月日】 平成２７年６月１５日 

【実施機関】 厚生労働省大臣官房統計情報部雇用・賃金福祉統計課賃金福祉統計室 

【目 的】 本調査は、主要産業における企業の労働時間制度、定年制、賃金制度等につ

いて総合的に調査し、我が国の民間企業における就労条件の現状を明らかにする

ことを目的とする。 

【調査の構成】 １－就労条件総合調査 調査票 

【公 表】 概要については調査実施年の１０月、詳細については調査実施翌年の１月 

※ 

【調査票名】 １－就労条件総合調査 調査票 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）企業 （属性）日本標準産業分類の大分類のうち、

「鉱業,採石業,砂利採取業」、「建設業」、「製造業」、「電気・ガス・熱供給・

水道業」、「情報通信業」、「運輸業, ,小売業」、「金融業,保

険業」、「不動産業,物品賃貸業」、「学術研究,専門・技術サービス業」、「宿泊

業,飲食サービス業」、「生活関連サービス業,娯楽業」（その他の生活関連サ

ービス業のうち、家事サービス業を除く。）、「教育,学習支援業」、「医療,福

祉」、「複合サービス事業」及び「サービス業（他に分類されないもの）」（政

治・経済・文化団体、宗教及び外国公務を除く。）に属し、常用労働者３０

人以上の民営企業 （抽出枠）事業所母集団データベース 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）６，３００／１７９，０００ （配布）

郵送 （取集）調査員、郵送、オンライン （記入）自計 （把握時）毎年

１月１日現在（一部の項目については、基準日の前年１月から１２月までの

１年間又は基準日から直近の前会計年度） （系統）厚生労働省－民間事業

者－報告者 

【周期・期日】 （周期）年 （実施期日）毎年１２月１日～１月３１日 

【調査事項】 １．企業の属性に関する事項、２． 労働時間制度に関する事項、３．定

年制等に関する事項、４．賃金制度に関する事項、５．労働費用に関する事

項、６．派遣労働者関係費用等に関する事項 
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【調査名】 乳幼児栄養調査（平成２７年承認） 

【承認年月日】 平成２７年６月２４日 

【実施機関】 厚生労働省雇用均等・児童家庭局総務課 

【目 的】 本調査は、全国の乳幼児の栄養方法及び食事の状況等の実態を把握すること

により、母乳育児の推進や乳幼児の食生活の改善のための基礎資料を得ることを

目的とする。 

【調査の構成】 １－乳幼児栄養調査 調査票（０歳以上２歳未満用）、２－乳幼児栄養調

査 調査票（２歳以上６歳未満用） 

【公 表】 調査実施年の翌年８月、刊行物を公表するとともに、厚生労働省ホームペー

ジ及びｅ－ｓｔａｔに掲載する。 

※ 

【調査票名】 １－乳幼児栄養調査 調査票（０歳以上２歳未満用） 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）世帯 （属性）０歳以上２歳未満の子どものいる

世帯で、その世帯員である０歳以上２歳未満の子ども （抽出枠）平成２７

年国民生活基礎調査の調査対象世帯名簿 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）４，４００／４８８００００（※４４０

０には、２歳以上６歳未満用調査票の対象世帯数を含む。） （配布）調査

員 （取集）調査員 （記入）自計 （把握時）調査実施年の９月中の調査

票記入日現在 （系統）厚生労働省－都道府県・指定都市・中核市－保健所

－調査員－報告者 

【周期・期日】 （周期）１０年 （実施期日）調査実施年の９月１日～９月３０日 

 

※ 

【調査票名】 ２－乳幼児栄養調査 調査票（２歳以上６歳未満用） 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）世帯 （属性）２歳以上６歳未満の子どものいる

世帯で、その世帯員である２歳以上６歳未満の子ども （抽出枠）平成２７

年国民生活基礎調査の調査対象世帯名簿 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）４，４００／４８８００００（※４４０

０には、０歳以上２歳未満用調査票の対象世帯数を含む。） （配布）調査

員 （取集）調査員 （記入）自計 （把握時）調査実施年の９月中の調査

票記入日現在 （系統）厚生労働省－都道府県・指定都市・中核市－保健所

－調査員－報告者 

【周期・期日】 （周期）１０年 （実施期日）調査実施年の９月１日～９月３０日 

【調査事項】 １．子どもの食事や間食、２．子どもの食物アレルギーの状況、３．子ど
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もの健康状態や生活習慣、４．調査票記入者の食生活や生活習慣、５．家族

の経済状況等  

- 8 -



【調査名】 特定非営利活動法人及び市民の社会貢献に関する実態調査（平成２

７年承認） 

【承認年月日】 平成２７年６月２５日 

【実施機関】 内閣府政策統括官（経済社会システム担当）付参事官（市民活動促進担当） 

【目 的】 本調査は、特定非営利活動法人（ＮＰＯ法人）の受入寄附額及び雇用等の状

況を調査し、その活動実態を明らかにするとともに、市民の寄附・ボランティア

活動の実態を明らかにし、共助社会づくり及び社会貢献に関する施策のための基

礎資料を得ることを目的として実施するものである。 

【調査の構成】 １－特定非営利活動法人に関する実態調査 調査票 ２－市民の社会貢

献に関する実態調査 調査票 

【公 表】 インターネット（ｅ－Ｓｔａｔ等）及び印刷物（平成２８年３月） 

※ 

【調査票名】 １－特定非営利活動法人に関する実態調査 調査票 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）事業所・企業 （属性）特定非営利活動法人 （抽

出枠）母集団名簿作成に当たっては、事業所母集団データベースの時点以降

に設立された新規法人は所轄庁（都道府県及び政令指定都市）から提出され

た法人リストから抽出し、既存法人は事業所母集団データベースから抽出す

る。全国を９ブロックにした地域別及び認定制度の取得有無別に層化して、

無作為抽出を行う。 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）５，０００ （配布）郵送・オンライン 

（取集）郵送・オンライン （記入）自計 （把握時）平成２７年８月時点

（一部項目については、前事業年度の実績） （系統）内閣府－民間事業者

－報告者 

【周期・期日】 （周期）１回限り （実施期日）平成２７年８月下旬～１０月下旬 

 

※ 

【調査票名】 ２－市民の社会貢献に関する実態調査 調査票 

【調査対象】 （地域）全国 （単位）世帯・個人 （属性）満２０～６９歳までの一般

市民 （抽出枠）母集団名簿作成に当たっては住民基本台帳を基とし、全国

を１１ブロックにした地区別及び年齢層別に層化して、調査地区を設定した

２段無作為抽出とする。 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）５，０００ （配布）郵送・オンライン 

（取集）郵送・オンライン （記入）自計 （把握時）平成２７年９月時点

（一部項目については、最近１年間「平成２６年４月～平成２７年３月」の
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実績） （系統）内閣府－民間事業者－報告者 

【周期・期日】 （周期）１回限り （実施期日）平成２７年８月下旬～１０月下旬 

【調査事項】 １．属性、２．ボランティア活動について、３．寄附について、４．ＮＰ

Ｏ全般について 
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○届出統計調査の受理 

（１）新規 

【調査名】 大阪府観光客受入環境整備に関する宿泊実態調査（平成２７年届出） 

【受理年月日】 平成２７年６月１日 

【実施機関】 大阪府府民文化部都市魅力創造局 

【目 的】 本調査は、大阪府観光客受入環境整備の推進に関する調査検討会議のための

基礎資料を得ることを目的とする。 

【調査の構成】 １－大阪府観光客受入環境整備に関する宿泊実態調査 調査票 

※ 

【調査票名】 １－大阪府観光客受入環境整備に関する宿泊実態調査 調査票 

【調査対象】 （地域）大阪府内全域 （単位）事業所 （属性）公益財団法人大阪観光

局の賛助会員データに記載された大阪府内のホテル、旅館、簡易宿所、会社・

団体の宿泊所等 （抽出枠）公益財団法人大阪観光局の所有する賛助会員デ

ータ 

【調査方法】 （選定）全数 （客体数）２００ （配布）オンライン・その他（電話、

ＦＡＸ等） （取集）オンライン・その他（電話、ＦＡＸ等） （記入）自

計 （把握時）客室数、収容人数、従業者数：平成２６年１月１日現在、平

成２７年１月１日現在／宿泊単価、利用客室数、利用者数：平成２６年１年

間 （系統）大阪府－民間事業者－報告者 

 

【調査事項】 １．名称、２．所在地、３．施設タイプ、４．客室数、５．収容人数、６．

従業者数、７．宿泊単価、８．利用客室数、９．利用者数  
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【調査名】 少子化対策に関する県民意識調査（平成２７年届出） 

【受理年月日】 平成２７年６月２日 

【実施機関】 埼玉県福祉部少子政策課 

【目 的】 本調査は、少子化の現状と埼玉県民の少子化や結婚、妊娠・出産、子育てに

関する意識を把握し、ホームページ等により情報提供することにより、埼玉県民

に少子化について考える機会を提供するとともに、今後の埼玉県及び埼玉県内市

町村における的確かつ効果的な少子化対策の企画・立案の資料とすることを目的

とする。 

【調査の構成】 １－少子化対策に関する県民意識調査 調査票 

※ 

【調査票名】 １－少子化対策に関する県民意識調査 調査票 

【調査対象】 （地域）埼玉県全域 （単位）個人 （属性）埼玉県内在住の２０～４９

歳の男女（未婚者及び既婚者） （抽出枠）住民基本台帳 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１０，０００／２，９３０，０００ （配

布）郵送 （取集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査票記入日現在 （系

統）埼玉県－民間事業者－報告者 

【周期・期日】 （周期）１回限り （実施期日）平成２７年７月中旬～同年８月上旬 

【調査事項】 １．報告者属性、２．少子化全般について、３．結婚について、４．妊娠・

出産について、５．子育てについて、６．仕事に関する意識について  
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【調査名】 未婚者の結婚及び婚活に対する意識等調査（平成２７年届出） 

【受理年月日】 平成２７年６月２日 

【実施機関】 鳥取県福祉保健部子育て王国推進局子育て応援課 

【目 的】 本調査は、鳥取県内の未婚者の結婚及び婚活に対する意識並びに鳥取県が今

後実施を検討するマッチング（お見合い）事業についてのニーズを把握すること

を目的とする。 

【調査の構成】 １－未婚者の結婚及び婚活に対する意識等調査 調査票 

※ 

【調査票名】 １－未婚者の結婚及び婚活に対する意識等調査 調査票 

【調査対象】 （地域）鳥取県全域 （単位）個人 （属性）実査を委託する調査会社に

モニター登録している鳥取県内に所在する２０歳以上４９歳以下の未婚者 

（抽出枠）実査を委託する調査会社にモニター登録している鳥取県内に所在

する２０歳以上４９歳以下の未婚者から、合計４００人を回答順に選定する。 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）４００／７００ （配布）オンライン （取

集）オンライン （記入）自計 （把握時）平成２７年６月１２日～１９日 

（系統）鳥取県－民間事業者－報告者 

【周期・期日】 （周期）１回限り （実施期日）平成２７年６月１２日～６月１９日 

【調査事項】 １．恋人の有無と出会いの場所、２．婚活の状況、３．モニター登録者同

士の見合い経験の有無  
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【調査名】 長野県人材育成ニーズ調査（平成２７年届出） 

【受理年月日】 平成２７年６月４日 

【実施機関】 長野県産業労働部人材育成課 

【目 的】 本調査は、長野県内企業において必要とされる人材の職業訓練ニーズを把握

し、工科短期大学校及び技術専門校における教育訓練プログラムへの反映と、長

野県職業能力開発計画策定の資料とすることを目的とする。 

【調査の構成】 １－長野県人材育成ニーズ調査 調査票（事業所用） 

※ 

【調査票名】 １－長野県人材育成ニーズ調査 調査票（事業所用） 

【調査対象】 （地域）長野県全域 （単位）事業所 （属性）日本標準産業分類に掲げ

る大分類のうち建設業、製造業及び情報通信業並びに中分類のうち自動車整

備業及び社会保険・社会福祉・介護事業に属する事業所 （抽出枠）平成２

４年経済センサス－活動調査による調査区別民営事業所名簿 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）４，０００／３１，０００ （配布）郵

送 （取集）郵送 （記入）自計 （把握時）平成２７年４月１日現在 （系

統）長野県－民間事業者－報告者 

【周期・期日】 （周期）５年 （実施期日）平成２７年６月５日～平成２７年６月１２

日 

【調査事項】 １．事業所に関する事項（１）事業所名、（２）所在地、（３）業種、（４）

社員数、（５）事業所の形態、（６）記入担当者、２．人材育成ニーズに関す

る事項（１）過去３年間の社員の採用状況、（２）過去３年間に採用した社

員の最終学歴、（３）技術系・技能系社員の充足状況、（４）技術系・技能系

社員で不足している職種、（５）技術系・技能系社員を育成・確保するため

の取組、（６）過去に利用したことがあるＯｆｆ－ＪＴ、（７）Ｏｆｆ－ＪＴ

で利用している機関、（８）熟練技能の継承のための取組、（９）工科短大の

卒業生の採用の有無、（１０）技専校の修了生の採用の有無  
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【調査名】 神戸市民アンケート（平成２７年届出） 

【受理年月日】 平成２７年６月８日 

【実施機関】 兵庫県神戸市市民参画推進局参画推進部広聴課 

【目 的】 本調査は、市民の意識や日常生活における活動等を把握し、今後の計画や施

策立案の基礎資料とすることを目的とする。 

【調査の構成】 １－神戸市民アンケート 調査票 

※ 

【調査票名】 １－神戸市民アンケート 調査票 

【調査対象】 （地域）神戸市内全域 （単位）個人 （属性）２０歳以上の神戸市民 （抽

出枠）住民基本台帳 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）５，０００／１，２８０，７３４ （配

布）郵送 （取集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査票記入日現在 （系

統）神戸市－報告者 

【周期・期日】 （周期）１回限り （実施期日）平成２７年７月１６日～平成２７年７

月２９日 

【調査事項】 １．マイナンバー制度に関する事項、２．スポーツ振興に関する事項、３．

市政情報の入手方法に関する事項、４．報告者の家族に関する事項  

- 15 -



【調査名】 北九州市民スポーツニーズ調査（平成２７年届出） 

【受理年月日】 平成２７年６月１０日 

【実施機関】 北九州市市民文化スポーツ局スポーツ部スポーツ振興課 

【目 的】 本調査は、北九州市民の余暇活動の実態及びスポーツに対するニーズを把握

し、市民のスポーツニーズに対応したスポーツ振興施策について検討する際の基

礎資料とすることを目的とする。 

【調査の構成】 １－平成２７年度 北九州市民スポーツニーズ調査 調査票 

※ 

【調査票名】 １－平成２７年度 北九州市民スポーツニーズ調査 調査票 

【調査対象】 （地域）北九州市全域 （単位）個人 （属性）北九州市内に居住する満

２０歳以上の男女 （抽出枠）住民基本台帳 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）３，０００／８０２，１２８ （配布）

郵送 （取集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査票記入時点（平成２７

年６月中旬～７月下旬） （系統）北九州市－民間事業者－報告者 

【周期・期日】 （周期）１回限り （実施期日）平成２７年６月中旬から７月下旬まで 

【調査事項】 １．健康について、２．運動・スポーツの実施状況について、３．スポー

ツ観戦について、４．スポーツを創る・支える人の育成について、５．回答

者自身について  
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【調査名】 群馬県パーソントリップ調査（平成２７年届出） 

 

【実施機関】 群馬県土整備部都市計画課都市計画係 

【目 的】 本調査は、群馬県における交通体系の整備や交通施設の検討を行うにあたり、

交通目的や利用交通手段、移動の起終点の位置など、交通主体である人の移動実

態を把握するために実施するものである。 

【調査の構成】 １－群馬県パーソントリップ調査 （世帯表、個人票、交通・生活に関

するアンケート票） 

※ 

【調査票名】 １－群馬県パーソントリップ調査 （世帯表、個人票、交通・生活に関す

るアンケート票） 

【調査対象】 （地域）前橋市、高崎市、桐生市、伊勢崎市、太田市、館林市、渋川市、

藤岡市、富岡市、安中市、みどり市、榛東村、吉岡町、下仁田町、甘楽町、

玉村町、板倉町、明和町、千代田町、大泉町、邑楽町、栃木県足利市 （単

位）世帯 （属性）調査対象地域内の全世帯 （抽出枠）住民基本台帳 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）２００，０００／８００，０００ （配

布）郵送 （取集）郵送 （記入）自計 （把握時）①１０月下旬のうち無

作為に指定する１日、②１１月上旬のうち無作為に指定する１日、③１１月

中旬のうち無作為に指定する１日 （①～③：対象を３組に分け、時期をず

らしながら実施） （系統）群馬県－民間事業者－報告者 

【周期・期日】 （周期）１回限り （実施期日）①１１月上旬、②１１月中旬、③１１

月下旬 （①～③：把握時のそれぞれに対応） 

【調査事項】 １．個人属性、２．自動車保有状況、３．調査指定日の交通行動（発着地・

発着時間・移動目的・交通手段・自動車利用状況）、４．調査指定日以外の

主な交通行動（移動目的別訪問先・交通手段）、５．公共交通利用状況、６．

居住意向  
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【調査名】 窯業技術センターのあり方に関するアンケート調査（平成２７年届

出） 

【受理年月日】 平成２７年６月１２日 

【実施機関】 愛媛県経済労働部産業支援局産業創出課 

【目 的】 本調査は、窯業技術センターのあり方検討にあたり、窯業関連企業のニーズ

を把握することを目的とする。 

【調査の構成】 １－窯業技術センターのあり方に関するアンケート調査 調査票 

※ 

【調査票名】 １－窯業技術センターのあり方に関するアンケート調査 調査票 

【調査対象】 （地域）愛媛県内全域 （単位）企業 （属性）日本標準産業分類の「大

分類Ｅ－製造業」「中分類２１ 窯業・土石製品製造業」の「２１３１ 粘

土かわら製造業」「２１４２ 食卓用・ちゅう房用陶磁器製造業」「２１４３ 

陶磁器製置物製造業」及び「２１４４ 電気用陶磁器製造業」に属する企業

及び砥部町発行の砥部焼窯元めぐり帖掲載企業 （抽出枠）平成２４年経済

センサス－活動調査（製造業） 

【調査方法】 （選定）全数 （客体数）１２０ （配布）郵送 （取集）郵送 （記入）

自計 （把握時）平成２７年７月１日 （系統）愛媛県－報告者 

【周期・期日】 （周期）１回限り （実施期日）平成２７年７月中旬～平成２７年７月

末 

【調査事項】 愛媛県窯業技術センターの利用状況及びブランド力向上への取組状況  
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【調査名】 学校体育に関する生徒の意識調査～中学生の意識～（平成２７年届

出） 

【受理年月日】 平成２７年６月１５日 

【実施機関】 神奈川県立体育センター事業部指導研究課調査研究班 

【目 的】 本調査は、学校体育に関する生徒の意識の現状を把握するとともに、過去の

調査と比較することにより変化を明らかにし、これからの中学校体育・健康に関

する指導の方向性を探るための基礎資料を得ることを目的とする。 

【調査の構成】 １－学校体育に関する生徒の意識調査（中学生用） 調査票 

※ 

【調査票名】 １－学校体育に関する生徒の意識調査（中学生用） 調査票 

【調査対象】 （地域）神奈川県内全域 （単位）個人 （属性）各地区公立中学校 （抽

出枠）政令指定都市・中核都市及び四教育事務所の協力を得て選出 

【調査方法】 （選定）有意抽出 （客体数）３，６００ （配布）その他（クラス単位

で学級担任の指導のもと、一斉に行う形式） （取集）その他（クラス単位

で学級担任の指導のもと、一斉に行う形式） （記入）自計 （把握時）平

成２７年６月から７月まで （系統）神奈川県－教育事務所―市町村教育委

員会―選出した公立中学校―報告者 

【周期・期日】 （周期）１回限り （実施期日）平成２７年６月２２日～平成２７年７

月１７日 

【調査事項】 １．属性、２．体育と保健の授業について、３．昼休みの活動について、

４．体育祭や球技大会などの体育的行事について、５．放課後や休日の活動

について、６．運動・スポーツ全般について  
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【調査名】 野生鳥獣による集落被害状況等調査（平成２７年届出） 

【受理年月日】 平成２７年６月１７日 

【実施機関】 栃木県環境森林部自然環境課 

【目 的】 本調査は、鳥獣による被害について、地域の状況に合わせた対策の促進及び

実施した対策の効果の評価のために、栃木県内の被害や対策の状況について把握

することを目的とする。 

【調査の構成】 １－野生鳥獣による集落被害状況等調査 調査票 

※ 

【調査票名】 １－野生鳥獣による集落被害状況等調査 調査票 

【調査対象】 （地域）栃木県全域 （単位）個人 （属性）農業集落の代表者 （抽出

枠）世界農林業センサス－栃木県内農業集落一覧 

【調査方法】 （選定）全数 （客体数）３，３００ （配布）その他（自治体経由） （取

集）その他（自治体経由） （記入）自計 （把握時）毎年４月１日～１２

月３１日 （系統）栃木県－市町－報告者 

【周期・期日】 （周期）１年 （実施期日）調査実施年の翌年１月 

【調査事項】 １．有害鳥獣の生息・出没の有無・頻度、２．被害の有無と程度、３．被

害対策の有無・方法  
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【調査名】 栃木県地元企業人材ニーズ調査（平成２７年届出） 

【受理年月日】 平成２７年６月１８日 

【実施機関】 栃木県総合政策部総合政策課 

【目 的】 本調査は、女性や高齢者、障害者、外国人等の企業における人材ニーズを把

握し、働きやすい職場環境づくりや就業希望者と企業のマッチング等に係る施策

推進に資する基礎資料を作成することを目的とする。 

【調査の構成】 １－栃木県地元企業人材ニーズ調査 調査票 

※ 

【調査票名】 １－栃木県地元企業人材ニーズ調査 調査票 

【調査対象】 （地域）栃木県全域 （単位）企業 （属性）１４産業分類（①農業・林

業、②建設業、③製造業、④情報通信業、⑤運輸業・郵便業、⑥卸売・小売

業、⑦金融業・保険業、⑧不動産業・物品賃貸業、⑨学術研究・技術サービ

ス、⑩宿泊業・飲食サービス、⑪生活関連サービス業、⑫教育・学習支援業、

⑬医療・福祉、⑭サービス業（他に分類されないもの）） （抽出枠）経済

センサス－活動調査の調査対象名簿 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）３，０００／９０，０００ （配布）郵

送 （取集）郵送 （記入）自計 （把握時）平成２７年６月１日現在 （系

統）栃木県－民間事業者－報告者 

【周期・期日】 （周期）１回限り （実施期日）平成２７年６月２２日～平成２７年７

月１５日 

【調査事項】 １．現在の雇用状況、２．今後の雇用意向、３．雇用しない理由、４．雇

用に向けて必要なこと等  
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【調査名】 物流に係る企業立地ニーズ調査（平成２７年届出） 

【受理年月日】 平成２７年６月１９日 

【実施機関】 栃木県総合政策部総合政策課 

【目 的】 本調査は、栃木県内の物流の現状を把握するとともに、交通基盤の変化や物

流の課題等を踏まえた企業立地ニーズを把握し、企業誘致や物流に係る施策推進

に資する基礎資料を作成することを目的とする。 

【調査の構成】 １－企業立地調査票 ２－物流調査票（運輸業用） ３－物流調査票（荷

主用） 

※ 

【調査票名】 １－企業立地調査票 

【調査対象】 （地域）栃木県及び東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県（各県全域） （単

位）企業、事業所 （属性）運輸業、倉庫業、製造業、卸売業 （抽出枠）

経済センサス－活動調査、基礎調査の対象名簿 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）３，０００／５００，０００ （配布）

郵送 （取集）郵送 （記入）自計 （把握時）平成２７年６月１日 （系

統）栃木県－民間事業者－報告者 

【周期・期日】 （周期）１回限り （実施期日）平成２７年６月２２日～７月２２日 

【調査事項】 企業立地に関する課題や意向等 

 

【調査票名】 ２－物流調査票（運輸業用） 

【調査対象】 （地域）栃木県北部 （単位）企業、事業所 （属性）運輸業、倉庫業 （抽

出枠）経済センサス－活動調査、基礎調査の対象名簿 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）２００／４００ （配布）郵送 （取集）

郵送 （記入）自計 （把握時）平成２７年６月１日 （系統）栃木県－民

間事業者－報告者 

【周期・期日】 （周期）１回限り （実施期日）平成２７年６月２２日～７月２２日 

【調査事項】 物流や物流施設の特性 

※ 

【調査票名】 ３－物流調査票（荷主用） 

【調査対象】 （地域）栃木県北部 （単位）企業、事業所 （属性）製造業、卸売業、

小売業、サービス業等 （抽出枠）経済センサス－活動調査、基礎調査の対

象名簿 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１，３００／２，０００ （配布）郵送 

（取集）郵送 （記入）自計 （把握時）平成２７年６月１日 （系統）栃

木県－民間事業者－報告者 

【周期・期日】 （周期）１回限り （実施期日）平成２７年６月２２日～７月２２日 
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【調査事項】 物流や物流施設の特性  
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【調査名】 若年者就業実態調査（平成２７年届出） 

【受理年月日】 平成２７年６月１９日 

【実施機関】 奈良県産業・雇用振興部雇用労政課 

【目 的】 本調査は、奈良出身の若年者の就業実態、就業意識等に関する調査・分析を

行い、これまでの取組（就業支援、キャリア教育等）の効果の検証と今後の若年

者対策の検討資料として活用することを目的とする。 

【調査の構成】 １－若年者就業実態調査 調査票 

※ 

【調査票名】 １－若年者就業実態調査 調査票 

【調査対象】 （地域）奈良県全域 （単位）個人 （属性）平成２０年度の奈良県内高

校卒業生 （抽出枠）奈良県内高校卒業生名簿 

【調査方法】 （選定）全数 （客体数）１５，０００ （配布）オンライン （取集）

オンライン （記入）自計 （把握時）アンケート回答時点 （系統）奈良

県－報告者 

【周期・期日】 （周期）１回限り （実施期日）平成２７年７月下旬～平成２７年８月

下旬 

【調査事項】 １．個人属性、２．求職状況、３．就業意識等  
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【調査名】 離職者実態調査（平成２７年届出） 

【受理年月日】 平成２７年６月１９日 

【実施機関】 奈良県産業・雇用振興部雇用労政課 

【目 的】 本調査は、少子高齢化で労働力人口が減少する中で、学卒後就職３年目まで

の離職率が全国平均に比して非常に高いことから、奈良県内で求職を行う者に対

し、既存の統計調査では明確になっていない当事者の意識や離職理由の詳細等を

調査することにより、その実態を把握し、離職防止対策の検討材料とすることを

目的とする。 

【調査の構成】 １－離職者実態調査 調査票 

※ 

【調査票名】 １－離職者実態調査 調査票 

【調査対象】 （地域）奈良県全域 （単位）個人 （属性）奈良県内のハローワーク、

しごとｉセンターに来所した１５歳以上３４歳以下の求職者 （抽出枠）ハ

ローワーク、しごとｉセンターの来所者 

【調査方法】 （選定）有意抽出 （客体数）５，０００／２４，０００ （配布）その

他（奈良労働局職員）による手交 （取集）その他（奈良労働局職員）によ

る回収 （記入）自計 （把握時）アンケート回答時点 （系統）奈良県－

奈良労働局－報告者 

【周期・期日】 （周期）１回限り （実施期日）平成２７年７月下旬～１０月中旬 

【調査事項】 １．個人属性、２．求職状況、３．これまでの就業・離職の状況等
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【調査名】 平成２７年度職業能力開発基礎調査（平成２７年届出） 

 

【実施機関】 香川県商工労働部労働政策課 

【目 的】 本調査は、職業能力開発促進法第７条第１項の規定に基づく「第１０次香川

県職業能力開発計画」（計画時期 平成２８～３２年度）を策定するに当たり、

技能労働者の職業能力開発の状況等を把握するとともに、今後の職業能力開発施

策の参考とするため、事業所、在職労働者等を調査対象としてアンケート調査を

実施することを目的とする。 

【調査の構成】 １－事業所調査票、２－在職者調査票、３－求職者調査票、４－高等技

術学校訓練生調査票 

※ 

【調査票名】 １－事業所調査票 

【調査対象】 （地域）香川県内全域 （単位）事業所 （属性）日本標準産業分類に掲

げる大分類の「公務」以外に属する事業所のうち１人以上の常用労働者を有

する事業所 （抽出枠）平成２７年６月１日現在香川県中小企業団体中央会

の香川県内企業リスト 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１，８００／２０，０００ （配布）郵

送 （取集）郵送 （記入）自計 （把握時）平成２７年９月１日現在 （系

統）香川県－報告者 

【周期・期日】 （周期）１回限り （実施期日）平成２７年９月１日～平成２７年９月

３０日 

【調査事項】 １．事業所の属性、２．企業動向、３．雇用、４．高松・丸亀高等技術学

校との関わり、５．社員教育、６．在職者訓練、７．技術継承の問題 

※ 

【調査票名】 ２－在職者調査票 

【調査対象】 （地域）香川県内全域 （単位）個人 （属性）日本標準産業分類に掲げ

る大分類の「公務」以外に属する事業所のうち１人以上の常用労働者を有す

る事業所 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１，８００ （配布）郵送 （取集）郵

送 （記入）自計 （把握時）平成２７年９月１日現在 （系統）香川県－

報告者 

【周期・期日】 （周期）１回限り （実施期日）平成２７年９月１日～平成２７年９月

３０日 

【調査事項】 １．産業及び職業区分、２．公共職業能力開発施設が実施するセミナー、

３．自己啓発の実施状況 

※ 
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【調査票名】 ３－求職者調査票 

【調査対象】 （地域）香川県内全域 （単位）個人 （属性）日本標準産業分類に掲げ

る大分類の「公務」以外に属する事業所のうち１人以上の常用労働者を有す

る事業所 

【調査方法】 （選定）全数 （客体数）４５０ （配布）郵送 （取集）郵送 （記入）

自計 （把握時）平成２７年９月１日現在 （系統）香川県－報告者 

【周期・期日】 （周期）１回限り （実施期日）来所した求職者の回答人数が４５０人

に達するまで 

【調査事項】 １．離職理由、２．就業希望、３．職業能力開発 

※ 

【調査票名】 ４－高等技術学校訓練生調査票 

【調査対象】 （地域）香川県内全域 （単位）個人 （属性）日本標準産業分類に掲げ

る大分類の「公務」以外に属する事業所のうち１人以上の常用労働者を有す

る事業所 

【調査方法】 （選定）全数 （客体数）４８０ （配布）郵送 （取集）郵送 （記入）

自計 （把握時）平成２７年９月１日現在 （系統）香川県－報告者 

【周期・期日】 （周期）１回限り （実施期日）平成２７年９月１日～平成２７年９月

３０日 

【調査事項】 １．受講している訓練課及び高等技術学校に対する考え  
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【調査名】 産業廃棄物実態調査（平成２７年届出） 

【受理年月日】 平成２７年６月３０日 

【実施機関】 高知県林業振興・環境部 環境対策課 

【目 的】 本調査は、高知県における産業廃棄物の実態把握等を行うための基礎資料を

得ることを目的とする。 

【調査の構成】 １－産業廃棄物実態調査票 

※ 

【調査票名】 １－産業廃棄物実態調査票 

【調査対象】 （地域）高知県内全域 （単位）事業所 （属性）日本標準産業分類に掲

げる大分類Ｓに属する事業所以外の事業所 （抽出枠）事業所母集団データ

ベース（平成２５年次フレーム） 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）２，７００／４０，０００ （配布）郵

送 （取集）郵送・オンライン （記入）自計 （把握時）平成２６年４月

１日～平成２７年３月３１日 （系統）高知県－民間事業者－報告者 

【周期・期日】 （周期）１回限り （実施期日）平成２７年７月～８月 

【調査事項】 １．事業所の名称、所在地、代表者氏名、電話番号、２．事業所での産業

廃棄物の発生状況について、３．自己中間処理状況について、４．産業廃棄

物の処理・処分・再生利用状況について  
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○届出統計調査の受理 

（２）変更 

【調査名】 ワーク・ライフ・バランス取組状況調査（平成２７年届出） 

【受理年月日】 平成２７年６月４日 

【実施機関】 千葉県商工労働部雇用労働課 

【目 的】 本調査は、企業の「仕事と家庭の両立」に関する意識や実態把握のため、「ワ

ーク・ライフ・バランス取組状況調査」を実施し、企業の仕事と家庭の両立に関

する意識や実態の変化を探り、県の施策の効果を検証することを目的とする。 

【調査の構成】 １－ワーク・ライフ・バランス取組状況調査票 

※ 

【調査票名】 １－ワーク・ライフ・バランス取組状況調査票 

【調査対象】 （地域）千葉県全域 （単位） （属性）経済センサスの調査対象事業所

（日本標準産業分類に掲げる「大分類Ａ－農業・林業」に属する個人経営の

事業所、「大分類Ｂ－漁業」に属する個人経営の事業所、「小分類７９２－家

事サービス業」及び「中分類９６－外国公務」に属する事業所を除くすべて

の事業所）のうち、民営（国・地方公共団体を除いたもの）の法人に属する

もの（法人ではない団体に属する事業所及び個人経営事業所を除いたもの） 

（抽出枠）総務省「平成２４年度経済センサス－活動調査」の事業所名簿か

ら、下記の従業員規模別割合を乗じて３，６００事業所を抽出する。（① ３

０１人以上（１０％）、② ２０１人以上～３００人以下（２０％）、③ １

０１人以上～２００人以下（２０％）、④  ５１人以上～１００人以下（２

０％）、⑤  ３１人以上～ ５０人以下（１５％）、⑥  ３０人以下（１

５％）） 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）３，６００／１２０，０００ （配布）

郵送 （取集）郵送 （記入）自計 （把握時）平成２７年７月１日現在 （系

統）千葉県―報告者 

【周期・期日】 （周期）２年 （実施期日）平成２７年７月上旬～平成２７年８月上旬

【調査事項】 １．業種、２．過去５年間の売上高の傾向、３．男女別常用雇用者数、４．

男女別派遣・請負受入社員数、５．女性活躍促進の取組、６．女性管理職の

割合、７．女性管理職の登用による効果、８．女性管理職の登用の方針、９．

シニア社員活躍推進の取組及び労務管理の課題、１０．残業の状況、１１．

ハラスメントの状況、１２．出産・子育てを理由とした退職者に係る再雇用

制度の状況、１３．育児休業制度の状況、１４．介護休業制度・介護休暇制

度の状況、１５．テレワーク導入の状況、１６．仕事と個人の生活等の両立

支援制度の状況及び次世代育成支援行動計画に係る策定・届出の状況、１７．

くるみん認定制度の認知状況  
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【調査名】 東京の中小企業の現状に関するアンケート調査（製造業編）（平成２

７年届出） 

【受理年月日】 平成２７年６月８日 

【実施機関】 東京都産業労働局商工部調整課 

【目 的】 本調査は、東京都産業労働局商工部調整課が「東京の中小企業の現状」を作

成するために実施する。「東京の中小企業の現状」は、東京都内に立地する中小

企業の経営実態を実証的に把握し、経営活動と経営環境に対する認識状況等の分

析を通じて、東京都内で経営を維持発展させていくための経営課題等を抽出する

とともに、産業振興のための課題を検討することを目的とする。今年度は製造業

を対象として作成する。 

【調査の構成】 １－東京の中小企業の現状に関するアンケート調査 （製造業編） 調

査票 

※ 

【調査票名】 １－東京の中小企業の現状に関するアンケート調査 （製造業編） 調査

票 

【調査対象】 （地域）東京都内全域（島しょを除く） （単位）事業所 （属性）中小

企業基本法に基づく中小企業で、製造業に分類される企業 （抽出枠）事業

所母集団データベース（平成２５年次フレーム） 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１０，０００／４８，０００ （配布）

郵送 （取集）郵送 （記入）自計 （把握時）調査実施年６月３０日現在 

（系統）東京都－民間事業者－報告者 

【周期・期日】 （周期）３年 （実施期日）平成２７年７月中旬～８月上旬 

【調査事項】 １．回答企業の属性（１）従業者規模、（２）創業年、（３）創業の経緯、

（４）業種、（５）保有技術等、２．事業承継、３．売上高等の業績（１）

売上高、（２）経常損益等、４．販売活動の状況（１）主要取引先、（２）強

み等、５．人材育成、６．競争力向上の取組み、７．その他  
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【調査名】 労働条件実態調査（平成２７年届出） 

【受理年月日】 平成２７年６月１１日 

【実施機関】 滋賀県商工観光労働部労働雇用政策課 

【目 的】 本調査は、滋賀県内の民営事業所に雇用されている労働者の労働条件の実態

を明らかにし、労務管理改善等の基礎資料とするほか、労働関係諸機関の参考資

料とすることを目的とする。 

【調査の構成】 １－労働条件実態調査票 

※ 

【調査票名】 １－労働条件実態調査票 

【調査対象】 （地域）滋賀県全域 （単位）事業所 （属性）日本標準産業分類におけ

る「建設業」、「製造業」、「情報通信業」、「運輸業、郵便業」（ただし運輸業

のみ）、「卸売業，小売業」、「金融業，保険業」、「学術研究星，専門・技術サ

ービス業」、「宿泊業，食サービス業」、「生活関連サービス業，娯楽業」、「教

育，学習支援業」、「医療，福祉」、「複合サービス事業」、「サービス業（他に

分類されないもの）」の産業に属する、常用雇用者数１０人以上の民営事業

所 （抽出枠）事業所母集団データベースの母集団情報に基づき、対象とな

る産業分類に属する県内のすべての常用雇用者数１０人以上の民営事業所

の名簿を作成し、各事業所に対し乱数を割り当てる。対象事業所を事業所規

模および産業により層化し、層毎に定められた抽出率で上記名簿から１，０

００事業所を乱数の値が小さい事業所から調査対象事業所を選定する（層化

無作為抽出）。 

【調査方法】 （選定）無作為抽出 （客体数）１，０００／１０，０００ （配布）郵

送 （取集）郵送 （記入）自計 （把握時）６月３０日 （一部調査事項

については、（１）年休を付与する区切りとしている期間（年休年度）で調

査実施年度の６月３０日までに終了したもの、（２）調査実施前々年度の４

月１日から調査実施前年度の３月３１日までの期間） （系統）滋賀県－報

告者 

【周期・期日】 （周期）１年（ただし、「労働環境等実態調査－事業所調査」を実施す

る年には、実施しない） （実施期日）毎年７月１日～７月３１日 

【調査事項】 １．事業所の事業内容（産業分類）、２．事業所の正規社員数（事務職、

事務職以外の内訳数）、非正規社員数、派遣労働者数および管理職者数（男

女別）、３．労働組合（１）労働組合の有無、（２）非正規社員の参加の有無、

４．休日・休暇制度（１）週休制の形態、（２）年間休日総数、（３）年次有

給休暇平均付与日数・平均取得日数、（４）年次有給休暇の半日単位、時間

単位での取得、（５）年次有給休暇以外の有給休暇制度、５．労働時間（１）

労働時間短縮のための取組み、（２）年次有給休暇取得促進のための取組み、
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（３）導入している変形労働時間制、（４）労使の話し合いの機会、６．育

児・介護休業制度（１）本人または配偶者が出産した者の有無および育児休

業制度の利用実績、（２）育児休業制度の整備状況、（３）育児に関する短時

間勤務制度等の有無、（４）育児に関する短時間勤務制度等の措置の最長取

得期間、（５）子の看護休暇制度の有無、（６）子の看護休暇制度の利用可能

日数、（７）介護休業制度の有無、（８）介護休業制度の利用状況、（９）介

護に関する短時間勤務制度等の有無、（１０）妊娠・出産、育児・介護によ

る退職者の再雇用制度、７．女性が活躍するための取組み（ポジティブ・ア

クション）（１）女性従業員の配置方針、（２）女性が活躍するための取組み

の必要性および実施状況、（３）女性が活躍するための取組みの効果、（４）

女性が活躍するための取組みを特にしていない理由、（５）女性の管理職登

用の状況、（６）女性の管理職登用が進まない理由、８．多様な働き方（１）

雇用形態の転換制度、（２）多様な正規社員制度導入の有無、（３）多様な正

規社員制度導入の理由、９．ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和）

経営（１）ワーク・ライフ・バランスに関する取組みの必要性および実施状

況、（２）ワーク・ライフ・バランスに関する取組みの効果、（３）次世代育

成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画の策定状況、（４）職場環境

の改善に向けた県からの支援の必要性、（５）滋賀県ワーク・ライフ・バラ

ンス推進企業登録の認知度、１０．メンタルヘルスケア（心の健康対策） （１）

メンタルヘルスケアの実施の有無、（２）メンタルヘルスケアの実施方法  
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【調査名】 民間事業所の給与等に関する特別アンケート調査（平成２７年届出） 

【受理年月日】 平成２７年６月１５日 

【実施機関】 堺市人事委員会事務局 

【目 的】 本調査は、正社員３０人以上５０人未満の事業所の給与等の実態について把

握することを目的とする。 

【調査の構成】 １－平成２７年堺市内民間事業所特別アンケート調査 調査票（事業所

票） 

※ 

【調査票名】 １－平成２７年堺市内民間事業所特別アンケート調査 調査票（事業所票） 

【調査対象】 （地域）堺市全域 （単位）事業所 （属性）日本標準産業分類のすべて

の産業（産業大分類「Ｓ公務」、「Ｔ分類不能の産業」、産業中分類「Ｑ８６

郵便局」、「Ｒ９４宗教」及び「Ｒ９６外国公務」を除く。）のうち、常用雇

用者数（正社員、正職員）３０人以上５０人未満の事業所 （抽出枠）属性

に該当する３８０事業所から、職種別民間給与実態調査の母集団に含まれて

いる企業の事業所及び昨年の本調査において規模不適（３０人未満又は５０

人以上）であることが判明した事業所を除いた全数 

【調査方法】 （選定）有意抽出 （客体数）１９０ （配布）郵送 （取集）郵送 （記

入）自計 （把握時）毎年４月１日現在 （系統）人事委員会事務局－民間

事業者－報告者 

【周期・期日】 （周期）年１回 （実施期日）７月６日～７月３１日（４週間） 

【調査事項】 １．企業（事業所）の状況、２．賃金制度、３．特別給（賞与）、４．初

任給、５．職員の募集方法など  
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【調査名】 神戸市内景況・雇用動向調査（平成２７年届出） 

【受理年月日】 平成２７年６月１９日 

【実施機関】 神戸市産業振興局経済部経済企画課 

【目 的】 本調査は、具体的施策や事業について意見を求めるほか、市民生活に関する

意識を市の事業や施策を実施していく上での参考とすることを目的とする。 

【調査の構成】 １－神戸市内景況・雇用動向調査票 

※ 

【調査票名】 １－神戸市内景況・雇用動向調査票 

【調査対象】 （地域）神戸市内全域 （単位）企業 （属性）日本標準産業分類の「建

設業」、「製造業」、「運輸業、郵便業」、「卸売業、小売業」、「金融業、保険業」、

「不動産業、物品賃貸業」、「宿泊業、飲食サービス業」、「教育、学習支援業」、

「医療、福祉」、「複合サービス事業」、「サービス業（他に分類されないもの）」

に属する神戸市内に本社が所在する企業 （抽出枠）事業所母集団データベ

ース 

【調査方法】 （選定）有意抽出 （客体数）１，５００／２０，６５８ （配布）郵送 

（取集）郵送 （記入）自計 （把握時）平成２７年７月１日現在 （系統）

神戸市－民間事業者－報告者 

【周期・期日】 （周期）半年 （実施期日）平成２７年７月１７日～平成２７年８月１

４日 

【調査事項】 １．景気・雇用状況に関する事項、２．事業計画に関する事項、３．貿易

に関する事項  
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【調査名】 平成２７年鳥取県外国人観光客入込調査（平成２７年届出） 

【受理年月日】 平成２７年６月２９日 

【実施機関】 鳥取県文化観光スポーツ局観光戦略課 

【目 的】 本調査は、鳥取県内に訪れる外国人観光客の動向を把握し、今後のインバウ

ンド施策等を検討するための基礎資料を得ることを目的とする。 

【調査の構成】 １－鳥取県外国人観光客入込動態調査 調査票 

※ 

【調査票名】 １－鳥取県外国人観光客入込動態調査 調査票 

【調査対象】 （地域）鳥取県内全域 （単位）個人 （属性）鳥取県内の観光地、宿泊

施設、温泉施設及び空港等を訪れる外国人観光客及び宿泊客 （抽出枠）鳥

取県内の観光地（鳥取県で作成した鳥取県内観光地リスト）、宿泊施設（旅

館業の登録がある施設）、温泉施設（旅館業の登録がある施設）及び空港（鳥

取県内にある空港）等を訪れる外国人観光客及び宿泊客から選定する。 

【調査方法】 （選定）有意抽出 （客体数）約１１００／（観光地：１６箇所 約３３

０００人、宿泊施設・温泉旅館：５６箇所 約３６０００人、空港：２箇所 

約１７０００人） （配布）調査員、その他（留置アンケート等） （取集）

調査員、その他（留置アンケート等） （記入）自計 （把握時）平成２７

年７月１日～平成２８年３月３０日 （系統）鳥取県－民間事業者－報告者 

【周期・期日】 （周期）１回限り （実施期日）平成２７年７月１日～平成２８年３月

３０日 

【調査事項】 １．旅行形態（個人旅行、団体旅行）、２．鳥取県に関する情報の入手先、

３．出入空港（港）、訪問先、泊数（鳥取県内及び鳥取県外）、４．物品購入

額、交通費、食事代 など 
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